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ス
イ
ス
商
人
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ペ
リ
の
日
本
論

　
　
　

―
―
印
章
に
み
る
日
本
の
文
化
と
社
会
―
―

踊　
　
　

共　

二　
　
　
　

は
じ
め
に

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
来
日
し
た
欧
米
の
外
交
官
、
軍
人
、
学
識
者
、
文
化
人
に
よ
る
日
本
論
や
日
本
紹
介
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い（
１
）。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ペ
リ
（H

ans Spörry, 1859-1925

）
は
、
ス
イ
ス
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
出
身
の
絹
商
人
で
あ
り
、

一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
六
年
ま
で
横
浜
（
関
内
）
の
外
国
人
居
留
地
に
住
み
、
ス
イ
ス
系
貿
易
会
社
に
勤
め
て
輸
出
用
の
絹
を
鑑
定
す

る
業
務
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
シ
ュ
ペ
リ
は
、
日
本
の
文
化
を
深
く
研
究
し
、
伝
統
工
芸
品
・
美
術
品
を
広
く
収
集
し
て
い
た
。

と
く
に
価
値
が
高
い
と
さ
れ
る
の
は
、
芸
術
品
か
ら
日
用
品
ま
で
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
竹
製
品
を
集
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
今
で
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
の
民
族
学
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
一
年
に
シ
ュ
ペ
リ
が
刊
行
し
た
『
日
本
竹
譜
―
―

日
本
に
お
け
る
竹
の
利
用
法
』
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
も
っ
と
も
詳
し
い
竹
の
文
化
誌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
一
八
九
七

年
に
ロ
ン
ド
ン
の
王
立
キ
ュ
ー
・
ガ
ー
デ
ン
ズ
植
物
標
本
館
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
商
人
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ホ
ー
ム
（Charles H

olm
e, 
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）
が
収
集
し
た
竹
製
品
が
展
示
さ
れ
、
カ

タ
ロ
グ
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
体
系
的
と
は

言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た（

２
）。

 

　

シ
ュ
ペ
リ
の
生
涯
と
彼
の
日
本
理
解
に
つ
い
て
は
、

二
巻
か
ら
な
る
自
伝
（
一
九
二
五
年
刊
行
）
を
つ
う
じ

て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る（

３
）。

シ
ュ
ペ
リ
は
同
業
者

で
あ
る
日
本
の
商
人
お
よ
び
職
人
の
生
活
世
界
に
常
に

共
感
に
満
ち
た
視
線
を
注
い
で
い
た
。
シ
ュ
ペ
リ
は
絹

と
竹
と
紙
に
日
本
文
化
の
粋
を
見
て
い
た
が
、
彼
が
と

く
に
重
視
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
実
用
的
で
美
し
い

品
々
と
市
井
の
人
々
の
日
常
生
活
、
職
業
生
活
と
の
深

い
結
び
つ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
絹
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
は
い
つ
の
時
代
も
贅
沢
品
で
あ
り
、
見
栄
え
も

肌
ざ
わ
り
も
良
い
高
級
な
布
地
だ
け
が
好
ま
れ
て
き
た
が
、
日
本
で
は
「
く
ず
繭
」
か
ら
と
れ
る
真
綿
を
使
っ
た
紬
の
着
物
や
半
纏
、
布

団
な
ど
が
庶
民
の
生
活
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
こ
の
国
に
お
い
て
絹
は
特
権
階
級
の
独
占
物
で
は
な
く
、
働
く
民
衆
の
身
体
を
包
ん
で

暖
め
て
き
た
。
そ
の
点
で
日
本
の
絹
の
文
化
に
は
奥
深
さ
が
あ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た（

４
）。

以
下
述
べ
る
と
お
り
、
日

本
の
印
章
の
文
化
に
つ
い
て
も
シ
ュ
ペ
リ
は
同
じ
視
点
で
紹
介
と
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
著
書
は
絹
の
文
化
論
、
竹
の
文
化
誌
に
勝

る
と
も
劣
ら
な
い
精
彩
を
放
っ
て
い
る
。

写真 1：シュペリが住んだ横浜の関内居留地 47 番／ツィーグ
ラー・メーリアン商会（Spörry, Mein Lebenslauf, Bd. II, S. 1）
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印
章
と
伝
統
文
化

シ
ュ
ペ
リ
は
来
日
間
も
な
い
こ
ろ
、
横
浜
の
日
本
人
街
の
印
判
師
（Stem

pelschneider

）
が
店
先
で
無
心
に
仕
事
を
す
る
様
子
に
感

銘
を
受
け
た
。
そ
の
後
シ
ュ
ペ
リ
は
日
本
国
内
の
あ
ち
こ
ち
を
旅
す
る
が
、
行
く
先
々
で
印
房
を
訪
ね
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
観
察
し
、

職
人
た
ち
に
質
問
を
浴
び
せ
た
。
や
が
て
横
浜
の
自
宅
に
は
収
集
品
と
メ
モ
が
山
の
よ
う
に
た
ま
っ
て
い
っ
た
。
一
八
九
六
年
、
リ
ュ
ー

マ
チ
の
療
養
の
た
め
に
滞
在
し
た
草
津
の
温
泉
宿
で
、
シ
ュ
ペ
リ
は
『
日
本
の
印
章
』
の
草
稿
を
書
く
に
い
た
る
。
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、

日
本
の
印
章
の
文
化
を
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
詳
し
く
紹
介
し
た
書
物
は
イ
ギ
リ
ス
の
収
集
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ロ
ー
ド
・
ボ
ウ
ズ

（Jam
es Lord Bow

es, 1834-1899
）
の
『
日
本
の
銘
と
印
章
』（
一
八
八
二
年
）
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
美
術
品
の
製
作
者
の
銘
を

中
心
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た（

５
）。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ペ
リ
の
『
日
本
の
印
章
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
印
章
に
言
及

し
て
い
る
。
出
版
は
一
九
〇
一
年
、
出
版
地
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
あ
る（

６
）。

古
代
・
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
日
本
の
印
章
の
歴
史
に
つ
い
て
、
シ

ュ
ペ
リ
は
ケ
ン
ペ
ル
（Engelbert K

aem
pfer, 1651-1716

）
や
シ
ー
ボ
ル
ト
（Philipp Franz von Siebold, 1796-1866

）
と
い
っ

た
先
人
た
ち
の
記
述
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
た
知
己
で
あ
っ
た
東
京
帝
国
大
学
教
授
カ
ー
ル
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
（karl Florenz, 

1865-1939

）
や
坪
井
九
馬
三
（1858-1936

）
に
学
問
的
な
助
言
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
徹
底
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
ュ
ペ
リ

は
、
実
務
に
使
わ
れ
る
種
々
の
印
章
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
い
わ
ゆ
る
「
実
印
」
の
法
律
的
役
割
を
論
じ
た
英
吉
利
法
律
学
校
（
の
ち
の

中
央
大
学
）
の
校
長
、
増
島
六
一
郎
の
論
文
も
参
照
し
て
い
る（

７
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ド
イ
ツ
語
圏
）
に
お
け
る
『
日
本
の
印
章
』
の
読
者
は
、

当
時
の
一
般
的
な
日
本
人
を
は
る
か
に
超
え
る
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
は
本
文
六
三
ペ
ー
ジ
で
、
多
数
の
図

版
資
料
を
含
ん
で
い
る
。
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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は
し
が
き

序
論

第
一
章　

日
本
印
章
史
の
概
観

　

Ａ　

文
武
天
皇
と
大
宝
律
令

　

Ｂ　

伊
勢
の
神
宮
印

第
二
章　

各
種
の
印
章

　

Ａ　

血
判
（Blutstem

pel

）、
押
手
（H

andabdruckstem
pel

）、
書
判
（Geschriebener Stem

pel

）

　

Ｂ　

印
判
（Gravierter Stem

pel

）

　
　
　
（
一
）
寺
院
印
、
護
符
な
ど　
（
二
）
遊
印
、
十
二
支
印　
（
三
）
実
印
、
認
印
、
店
判　
（
四
）
公
印

　

Ｃ　

美
術
工
芸
品
に
み
る
印
章
お
よ
び
銘
（M

erkzeichen

）

第
三
章　

印
判
の
形
状

第
四
章　

印
材

第
五
章　

日
本
の
印
判
師
、
そ
の
道
具
と
仕
事
場

附
論　
﹇
中
国
の
印
章
﹈

年
表
／
目
次
／
図
表
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図 1：ハンス・シュペリ著『日本の印章』のタイトルページ



136

武蔵大学人文学会雑誌　第 37 巻第 4号

以
下
こ
の
書
物
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ペ
リ
の
日
本
論
の
特
徴
を
検
証
し
た
い
と
思

う
（
た
だ
し
本
書
の
第
三
章
以
下
は
、
印
判
そ
れ
自
体
の
形
や
素
材
、
製
作
過
程
を
微
細
に
論
じ

た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
こ
と
に
す
る
）。

ま
ず
シ
ュ
ペ
リ
は
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
日
本
の
印
章
と
の
出
会
い
を
振
り
返
り
、
序
論
で

は
印
章
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、
欧
米
人
の
日
本
文
化
研
究

に
お
い
て
印
章
を
対
象
と
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
の
印
章
は
、天
明
四
年（
一
七
八
四

年
）
に
志
賀
島
で
発
見
さ
れ
た
金
印
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
中
国
の
影
響
を
受
け
て
使
用
が
開
始
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
の
独
自
性
を
知
る
こ

と
は
日
本
文
化
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
な
お
、
そ
も
そ
も
印
章
は
中
国
起
源
で
は

な
く
、
古
代
の
ア
ッ
シ
リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
か
ら
イ
ン
ド
を
経
て
中
国
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る（

８
）。

第
一
章
の
Ａ
で
は
、
ま
ず
古
代
日
本
の
「
官
印
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
宝
令

（
七
〇
一
年
）
の
公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
官
印
―
―
天
皇
御
璽
、
太
政
官
印
、
諸
司
印
、
諸
国
印

な
ど
―
―
が
紹
介
さ
れ
、
古
来
は
天
皇
だ
け
が
印
章
（
印
判
）
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
大
宝
令

以
後
は
じ
め
て
国
司
（Landesfürsten

）
な
ど
に
も
独
自
の
印
章
が
許
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
か

ら
さ
ら
に
三
〇
余
年
を
経
て
特
定
の
神
社
に
も
印
章
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
八
世
紀
半
ば

に
豪
族
、
文
士
、
書
家
、
神
官
、
仏
僧
な
ど
が
私
印
（Privatstem

pel

）
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
第
一
章
の
Ｂ
で
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
伊

図 2：伊勢の大神宮印（Spörry, Stempelwesen, S. 10）
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勢
神
宮
の
印
章
す
な
わ
ち
「
大
神
宮
印
」「
内
宮
政
印
」「
宝
受
宮
印
」
の
こ
と
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る（

９
）。

第
二
章
は
中
近
世
か
ら
明
治
に
い
た
る
印
章
の
あ
り
方
を
多
角
的
に
検
討
し
た
章
で
あ
り
、
本
書
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
最
初
に
シ

ュ
ペ
リ
は
、
日
本
人
が
古
く
か
ら
文
書
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
て
き
た
印
判
以
外
の
「
し
る
し
」
を
列
挙
し
て
い
る
（
二
章
の

Ａ
）。
す
な
わ
ち
、
血
判
、
爪
印
、
拇
印
、
押
手
、
書
判
な
ど
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、
血
判
は
強
い
決
意
を
表
明
す
る
誓
約
や

重
要
な
契
約
に
さ
い
し
て
用
い
ら
れ
、
通
例
、
左
手
の
無
名
指
（
薬
指
）
を
針
か
小
刀
で
傷
つ
け
、
血
を
出
し
て
紙
に
押
し
つ
け
、
さ
ら

に
そ
こ
に
右
手
の
親
指
の
爪
を
押
し
当
て
る
方
法
が
と
ら
れ
た
と
い
う
。
シ
ュ
ペ
リ
は
、
侍
の
敵
討
ち
の
連
判
状
や
庶
民
の
非
合
法
な
夫

婦
契
り
、
罪
人
の
口
書
（
供
述
調
書
）
な
ど
、
血
判
が
用
い
ら
れ
て
き
た
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
示
し
な
が
ら
、
明
治
政
府
が
血
判
の
法
的

拘
束
力
を
否
定
し
て
も
そ
の
慣
行
は
残
り
続
け
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
次
に
シ
ュ
ペ
リ
は
、
爪
印
（Fingernagelstem

pel

）
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
る
。
爪
印
は
古
く
は
印
章
を
持
た
な
い
貴
族
の
女
性
や
子
供
が
用
い
た
が
、
徳
川
時
代
に
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
に
利

用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
親
指
の
先
と
爪
に
墨
な
ど
を
つ
け
て
紙
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
用
途
は
罪
人
の
口
書
や
離
縁
状
で
あ
っ
た
。

拇
印
は
左
手
の
親
指
の
腹
を
押
し
つ
け
る
も
の
で
、
こ
れ
も
口
書
な
ど
に
使
わ
れ
、
不
名
誉
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
た
だ
し
明
治
時
代
に

は
拇
印
は
も
は
や
必
ず
し
も
犯
罪
と
結
び
つ
い
て
は
お
ら
ず
、
シ
ュ
ペ
リ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
五
年
に
前
橋
の
あ
る
医

師
は
業
務
上
の
書
類
を
出
し
に
裁
判
所
に
出
か
け
、
印
判
を
忘
れ
た
の
で
間
に
合
わ
せ
に
拇
印
を
押
し
た
が
、
書
類
は
無
事
に
受
理
さ
れ

た
と
い
う
。
他
に
も
シ
ュ
ペ
リ
は
、
宿
屋
の
客
が
書
留
郵
便
を
受
け
取
る
さ
い
に
は
、
印
判
を
携
行
し
て
い
な
く
て
も
、
受
領
書
に
本
人

の
拇
印
と
宿
屋
の
主
人
の
認
印
を
押
せ
ば
事
足
り
る
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
印
判
を
持
た
な
い
人
が
拇
印
を
使
っ
て
何

ら
か
の
証
明
を
行
う
例
も
あ
り
、
こ
れ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
字
の
書
け
な
い
者
が
用
い
る
三
連
の
十
字
印
（drei K

reuze

）
と

同
じ
機
能
が
あ
る
と
シ
ュ
ペ
リ
は
述
べ
て
い
る
。
次
は
押
手
と
書
判
で
あ
る
。
押
手
（
手
形
）
は
寺
院
へ
の
寄
進
状
な
ど
に
使
わ
れ
て
い

た
が
、
厄
除
け
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
シ
ュ
ペ
リ
は
記
し
て
い
る
。
書
判
は
花
押
と
も
い
い
、
上
流
の
人
々
が
自
署
を
く
ず
し
て
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書
い
た
も
の
で
、
名

乗
と
は
関
係
の
な
い

別
の
文
字
を
使
う
場

合
も
あ
っ
た
。
シ
ュ

ペ
リ
は
一
〇
世
紀
か

ら
一
七
世
紀
に
か
け

て
の
有
名
人
（
武
将

な
ど
）
の
花
押
を
例

示
し
、
同
時
に
刀
鍛

冶
、
紀
宗
介
（
明

珍
）
と
い
っ
た
工
芸

師
の
書
判
も
紹
介
し

て
い
る
（
図
３
〜
６

を
参
照
）。
シ
ュ
ペ

リ
に
よ
れ
ば
、
一
七
、 

一
八
世
紀
に
は
武
人
、

神
官
、
僧
侶
、
工
芸

師
な
ど
各
界
の
著
名

図 5：武将の花押／豊臣秀
吉。「悉」の字が使われてい
る（Spörry, Stempelwesen, 
S. 22）

図 3：爪印の実例／親指の先と爪の跡が見える
（Spörry, Stempelwesen, S. 16）

図 4：押手の実例／子供の手形
（Spörry, Stempelwesen, S. 18）

図 6：工芸師の花押／刀鍛
冶、明珍 紀宗介（Spörry, 
Stempelwesen, S. 22）
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人
の
花
押
を
集
め
た
解
説
書
が
出
回
っ
て
お
り
、
茶
人
だ
け
の
花
押
集
も
あ
っ
た
と
い
う（
１０
）。

第
二
章
の
Ｂ
は
、
彫
ら
れ
た
印
章
つ
ま
り
印
判
に
ふ
た
た
び
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
最
初
に
Ｂ
の
（
一
）
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
寺
院
の
印
章
で
あ
る
。
寺
院
に
お
い
て
は
、
所
領
の
管
理
や
参
詣
者
へ
の
対
応
の
た
め
に
印
章
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
巡
礼
地
の
僧
侶

は
寺
の
印
章
を
あ
し
ら
っ
た
杖
や
手
拭
い
、
装
束
な
ど
を
販
売
し
て
お
り
、「
観
光
業
」（Frem

denindustrie

）
を
営
ん
で
い
た
に
等

し
い
と
シ
ュ
ペ
リ
は
解
説
し
て
い
る
。
日
本
の
巡
礼
者
は
、
訪
れ
た
寺
（
札
所
）
の
宝
印
を
巡
礼
用
の
白
装
束
（
判
衣
）
に
所
狭
し
と
押

し
、
参
詣
の
証
拠
な
い
し
記
念
と
し
て
自
宅
に
持
ち
帰
る
の
が
常
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
護
符
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。
さ
ら

に
シ
ュ
ペ
リ
は
、
神
社
の
神
札
に
も
言
及
し
、
図
版
資
料
と
し
て
上
州
、
草
津
の
白
根
神
社
の
印
章
を
掲
載
し
て
い
る
（
図
8
の
右
下
の

二
つ
。
最
後
の
も
の
は
「
神
璽
」
と
読
め
る
）。
シ
ュ
ペ
リ
の
『
日
本
の
印
章
』
は
、
宗
教
や
習
俗
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
ん
で
お
り
、

民
俗
学
的
関
心
に
も
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
で
あ
る（
１１
）。

第
二
章
の
Ｂ
の
（
二
）
は
、
書
家
や
絵
師
の
落
款
印
つ
ま
り
遊
印
（Spielereistem

pel

）
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
徳
川
時
代

に
生
け
花
や
茶
の
湯
と
な
ら
ん
で
書
画
が
流
行
し
た
一
因
は
、
権
力
を
奪
わ
れ
た
公
家
た
ち
が
非
政
治
的
な
世
界
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
い

や
お
う
な
く
風
流
人
と
し
て
日
々
を
送
っ
た
か
ら
だ
と
シ
ュ
ペ
リ
は
分
析
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
シ
ュ
ペ
リ
は
、
掛
け
物
な
ど
に
使
わ
れ

る
各
種
の
書
画
印
に
つ
い
て
詳
述
し
、
彼
ら
が
旅
に
用
い
た
印
笥
や
文
具
箱
に
も
触
れ
て
い
る
。
次
に
シ
ュ
ペ
リ
が
と
り
あ
げ
て
い
る
の

は
、
日
付
印
（D
atum

stem
pel

）
と
呼
び
う
る
十
二
支
印
で
あ
る
（
十
二
支
は
月
に
も
時
刻
に
も
用
い
ら
れ
る
）。
シ
ュ
ペ
リ
は
ま
ず

日
本
の
暦
法
に
つ
い
て
述
べ
、
十
二
支
に
よ
る
時
刻
の
表
し
方
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
一
日
は
深
夜
零
時
（
子
の
刻
）
を
始
ま
り
と

す
る
一
二
の
「
刻
」（D

oppelstunden

）
に
分
け
ら
れ
、「
刻
」
は
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
「
時
」
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
丑
の

半
刻
」（ushi no han koku/ die halbe Stunde des Stiers

）
と
言
え
ば
夜
中
の
三
時
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二
支
印
の
鈕ち
ゅ
う

す
な
わ
ち

つ
ま
み
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
十
二
支
は
運
・
不
運
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
今
で
も
庶
民
は
午
の
月
（
五
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月
）
と
戌
の
月
（
九
月
）
に
災
い
が
起
き
る
と
信
じ
、
旅
や
引
越
、
衣
服
の
新
調
な
ど
を
控
え
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
る
と
シ
ュ
ペ
リ
は
伝

え
て
い
る（
１２
）。

以
上
、
第
二
章
の
Ｂ
の
（
一
）
と
（
二
）
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
シ
ュ
ペ
リ
の
意
図
は
、
各
種
の
印
章
を
糸
口
に
し
て
日
本
の
歴
史
、

芸
術
、
民
俗
な
ど
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
詳
し
い
の
は
民
衆
生
活
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
次
に
第
二

章
の
Ｂ
の
（
三
）
の
題
材
で
あ
る
実
務
用
の
印
章
に
目
を
向
け
た
い
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
明
治
時
代
に
起
こ
っ
た
政
治
的
・
社
会
的
変

化
、
西
洋
世
界
と
の
接
触
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
叙
述
と
は
や
や
性
質
が
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
章
を
改
め
る

こ
と
に
し
た
い
。

近
代
日
本
の
胎
動
―
―
実
印
、
認
印
、
商
家
の
店
判

江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
は
、
関
所
手
形
に
使
う
印
影
を
あ
ら
か
じ
め
関
所
に
届
け
て
お
り
、
役
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
通
行
者
の
手
形
の

真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
印
影
は
「
印
鑑
」
な
い
し
「
判
鑑
」
と
呼
ば
れ
た
（
本
稿
で
「
は
ん
こ
」
そ
の
も
の
を
言
い
表

す
の
に
「
印
鑑
」
で
は
な
く
「
印
判
」
と
い
う
語
を
使
う
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
）。
武
士
と
は
違

っ
て
庶
民
は
、
町
村
の
役
人
が
作
成
し
た
通
行
証
（
切
手
）
を
使
っ
て
関
所
を
通
っ
て
お
り
、
印
影
を
届
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
庶
民
の
な
か
に
も
印
判
を
所
持
し
、
こ
れ
を
庄
屋
や
年
寄
に
届
け
て
「
実
印
」（der echte Stem

pel

）
と
し
て
用
い
る
者
も
い
た
。

明
治
時
代
に
な
る
と
日
本
国
民
に
は
平
等
に
印
判
を
持
つ
権
利
が
与
え
ら
れ
（stem

pelfähig

）、
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、
会
社
や
銀
行

だ
け
で
な
く
一
般
の
人
々
も
広
く
―
―
「
男
も
女
も
、
商
人
も
職
人
も
、
芸
術
家
も
学
生
も
、
果
て
は
バ
タ
屋
や
ク
ー
リ
ー
ま
で
」
―
―

実
印
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
日
本
に
お
け
る
実
印
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
書
に
法
律
的
拘
束
力
を
与
え
る
役
割
を
果
た
す
。
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こ
れ
を
持
つ
こ
と
は
、
明
ら
か
に
実
益
だ
け
で
な
く
自
尊
心
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
あ
る
意
味
で
実

印
の
所
持
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
高
価
な
「
ブ
ロ
ー
チ
や
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
や
指
輪
を
所
持
す
る
の
と
変

わ
ら
な
い
流
行
」
で
あ
る
と
シ
ュ
ペ
リ
は
述
べ
て
い
る
。
な
お
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、
印
材
は
ツ
ゲ
が

代
表
的
で
あ
る
が
、
牛
角
、
象
牙
、
水
晶
な
ど
も
好
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
書
体
は
篆
書
が
多
い
が
、

楷
書
も
あ
っ
た
）。
こ
う
し
た
明
治
の
「
は
ん
こ
ブ
ー
ム
」
の
な
か
に
シ
ュ
ペ
リ
は
、
封
建
時
代
の
抑

圧
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
農
工
商
の
庶
民
の
逞
し
い
姿
を
見
て
い
た
。
彼
ら
は
、
父
母
の
世
代
に
は
禁

じ
ら
れ
て
い
た
朱
色
の
判
を
好
ん
で
書
類
に
押
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
シ
ュ
ペ
リ
は
県
庁
（
の
ち
に
市
役
所
）
で
行
う
印
鑑
登
録
の
制

度
に
つ
い
て
も
詳
し
く
紹
介
し
、
各
種
の
契
約
書
に
押
さ
れ
た
実
印
に
疑
い
が
あ
る
場
合
は
、
役
所
に
「
印
鑑
証
明
」

（Stem
pelbeglaubigung

）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ル
ツ
ェ
姓
や
ミ
ュ
ラ
ー
姓
と
同
じ
よ
う
に
日

本
人
に
は
小
林
姓
や
鈴
木
姓
の
人
が
非
常
に
多
い
か
ら
、
印
判
は
混
同
や
偽
造
の
危
険
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、

シ
ュ
ペ
リ
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
印
判
の
大
き
さ
と
形
は
作
る
人
に
よ
っ
て
違
い
、
印
判
師
が
新
し
い
印
を
仕
上
げ
る
さ
い
に
は

目
に
見
え
な
い
切
れ
込
み
を
入
れ
る
の
で
偽
造
は
困
難
で
あ
る
、
と
。
な
お
シ
ュ
ペ
リ
は
、
自
署
の
な
い
文
書
は
実
印
が
押
さ
れ
て
い
て

も
無
効
だ
と
考
え
る
の
は
誤
解
で
あ
り
、
実
印
は
そ
れ
だ
け
で
法
律
的
拘
束
力
を
も
つ
と
述
べ
、
西
洋
と
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る（
１３
）。

シ
ュ
ペ
リ
は
実
印
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
各
種
の
「
認
印
」（A

nerkennungsstem
pel

）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
認
印
は
実
印

を
要
し
な
い
種
々
の
確
認
、
証
明
、
金
品
の
受
領
な
ど
に
日
常
的
に
使
わ
れ
、
印
影
を
役
所
に
届
け
る
必
要
は
な
い
。
認
印
に
は
所
有
者

の
名
前
の
一
部
だ
け
を
刻
む
こ
と
が
多
い
。
女
性
の
場
合
は
平
仮
名
も
使
う
。
商
人
も
芸
術
家
も
、
ま
た
一
般
の
人
々
も
、
個
々
の
必
要

に
応
じ
て
多
く
の
印
判
を
作
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
分
類
上
は
認
印
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
認
印
に
分
類
さ
れ
る
印

判
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
例
示
し
て
い
る
。
各
種
の
証
明
書
や
通
知
書
に
使
う
「
証
文
印
」、
取
引
に
使
う
「
手
形
判
」、
手
書
き
の

図 7：実印（左）と認印（右）
／東京の官吏、大橋潤蔵
（Spörry, Stempelwesen, 
S. 38）
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紙
や
札
に
使
う
「
書
付
判
」、
贈
答
品
に
使
う
「
熨
斗
」
の
判
な
ど
で

あ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
認
印
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
会
社

や
私
人
が
手
紙
の
差
出
人
を
示
し
た
り
書
物
や
物
品
の
所
有
者
を
示
す

た
め
に
使
う
ス
タ
ン
プ
に
似
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
認
印

の
数
と
種
類
は
驚
く
ほ
ど
で
、
そ
の
理
由
の
一
端
は
日
本
人
の
「
筆
ま

めSchreibseligkeit

」
に
あ
る
。
日
本
人
は
些
細
な
こ
と
で
書
類
を

つ
く
り
、
慶
賀
以
外
に
も
折
り
に
ふ
れ
て
―
―
年
に
百
回
も
―
―
便
り

を
し
た
た
め
る
の
で
、
印
判
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
つ
も
同

じ
印
を
使
う
の
で
は
野
暮
（ungeschickt

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
シ
ュ

ペ
リ
は
や
や
誇
張
を
含
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は

間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。「
些
細
な
こ
と
」
で
日
本
人
が
書
類
を

作
っ
て
捺
印
す
る
例
と
し
て
シ
ュ
ペ
リ
は
、
郵
便
の
不
在
配
達
票
を
挙

げ
て
い
る
。
彼
自
身
が
自
宅
で
受
け
取
っ
た
不
在
票
（
下
げ
札
）
に
は
、

再
配
達
の
た
め
に
持
ち
帰
っ
た
旨
が
記
さ
れ
、「
横
浜
郵
便
電
信
局
第

四
区
集
配
人
」
の
認
印
が
し
っ
か
り
押
し
て
あ
っ
た
と
い
う
。
次
に
シ

ュ
ペ
リ
は
、
各
種
の
「
店
判
」（Ladenstem

pel, Geschäftsstem
pel

） 
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
商
家
に
あ
っ
て
は
、
売
り
物
や
見
本
品
、
郵

便
物
が
頻
繁
に
行
き
交
い
、
従
業
員
の
数
も
多
く
、
分
担
で
業
務
を
行

図 8：山本館（草津）の店判、その他（Spörry, Stempelwesen, Tafel. 1）
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っ
て
い
る
か
ら
、
多
数
の
印
判
が
あ
っ
て
も
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
厳
密

に
用
途
が
決
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
明
ら
か
に
趣
味
（Liebhaberei

）
で

作
っ
て
い
る
印
判
も
あ
る
、
と
シ
ュ
ペ
リ
は
書
い
て
い
る（
１４
）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ペ
リ
は
リ
ュ
ー
マ
チ
の
治
療
の
た
め
に
草

津
の
温
泉
に
逗
留
し
、『
日
本
の
印
章
』
の
原
稿
も
そ
こ
で
書
い
た
。
宿
の

名
は
山
本
館
と
い
う
（
現
存
）。
彼
は
主
人
に
店
判
の
数
々
を
見
せ
て
も
ら

い
、
そ
れ
ら
の
印
影
を
持
ち
帰
っ
た
（
実
印
だ
け
は
押
し
て
く
れ
な
か
っ
た

と
い
う
）。
シ
ュ
ペ
リ
が
集
め
た
山
本
館
の
店
判
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（
図
8
を
参
照
）。
左
上
か
ら
、
認
印
が
五
つ
（
小
判
印
二
つ
、
丸
印
二
つ
、

角
印
一
つ
）、
次
に
仕
切
判
と
呼
ば
れ
る
住
所
の
入
っ
た
店
判
が
五
つ
（
丸

印
が
四
つ
、
角
印
が
一
つ
）、
経
理
に
用
い
る
合
わ
せ
印
が
二
つ
（
い
ず
れ

も
丸
印
）、
勘
定
印
が
一
つ
（
勘
定
済
と
彫
ら
れ
た
長
方
印
）、
蔵
書
印
が
一

つ
（
長
方
印
）
で
あ
る
。
左
下
は
、
ま
ず
相
済
み
印
が
一
つ
（
長
方
印
）、

次
に
賃
銭
印
が
一
つ
（
ち
ん
済
と
彫
ら
れ
た
長
方
印
）、
消
印
が
一
つ
（
長
方
印
）、
荷
物
取
扱
所
名
の
入
っ
た
荷
物
印
（
丸
印
）、
封
緘

印
が
三
つ
（
長
方
印
）、
最
後
に
店
主
の
遊
印
が
一
つ
（
白
文
印
）
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
下
の
四
つ
の
印
判
は
、
左
か
ら
、
草
津
在
住

の
医
師
が
所
持
し
て
い
た
遊
印
が
二
つ
（
白
文
印
と
朱
文
印
）、
隣
は
す
で
に
述
べ
た
白
根
神
社
の
印
章
が
二
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
シ

ュ
ペ
リ
は
、
大
都
市
の
商
社
な
ど
で
は
半
分
漢
字
、
半
分
ロ
ー
マ
字
の
店
判
を
使
っ
た
り
、
漢
字
の
店
判
と
ロ
ー
マ
字
の
店
判
を
作
っ
て

使
い
分
け
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
付
記
し
て
い
る（
１５
）。 写真 2：草津村（当時）の風景

（Spörry, Mein Lebenslauf, Bd. II, S. 214）
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つ
づ
い
て
シ
ュ
ペ
リ
は
、
酒
樽
、
荷
箱
、
家
具
、
道
具
、
履
物
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
品
物
に
押
さ
れ
る
「
焼
印
」（Brennstem

pel

）
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
家
業
を
示
す
看
板
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝

統
的
な
標
章
（H

ausm
arke, H

auszeichen

）
に
似
て
い
る
と
彼
は
述
べ

て
い
る
。
図
9
は
シ
ュ
ペ
リ
が
例
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
焼
印
で
あ
る
が
、

彼
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
名
（
屋
号
）、
象
徴
的
な
文
字
、
純
粋
な

図
案
の
三
種
類
が
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
尾
上
菊
五
郎
の
「
重
ね
扇
」
や
市

川
團
十
郎
の
「
三
升
」
の
紋
も
見
え
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
「
三
升
」
の
焼
印
が

押
さ
れ
た
菓
子
が
広
告
の
た
め
に
町
中
で
売
ら
れ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る（
１６
）。

第
二
章
の
Ｂ
の
（
四
）
で
は
、
官
公
庁
の
印
章
の
こ
と
が
短
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
、
新
生
日
本
に
お
い
て
伝
統
的
な
印
章
の
文
化
が

西
洋
的
制
度
と
混
じ
り
合
う
局
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ペ
リ
に
よ
れ
ば
、

日
本
に
お
い
て
印
章
は
七
世
紀
以
降
ま
ず
天
皇
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、
漸
次
、

官
職
者
や
神
官
な
ど
に
捺
印
の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
近
代
日
本
の
官
公
庁

も
、
そ
う
し
た
古
い
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。
た
だ
し
明
治
政
府
は
、
前
時
代
的
な
印
章
の
使
用
方
法
を
廃
止
し
つ
つ
あ
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
世
界
の
印
章
を
模
倣
し
た
部
分
も
あ
る
。
た
と
え
ば
旅
券
に
押
さ
れ
る
大
型
の
角
印
は
、
中
国
的
、
日
本
的
に
見
え
て
も
基
本
的
な

構
図
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
で
あ
る
。
日
本
の
官
公
庁
は
、
日
本
人
に
対
し
て
通
知
を
出
す
場
合
、
税
務
署
で
あ
れ
警
察
署
で
あ
れ
公
印
を
押

す
が
、
欧
米
人
に
対
し
て
英
文
で
通
知
を
出
す
場
合
は
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
旧
習
に
こ
だ
わ
ら
な
い
柔
軟
な
姿

図 9：各種の焼印（Spörry, Stempelwesen, S. 41）
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勢
を
見
せ
よ
う
と
す
る
役
人
た
ち
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
新
し
い
時
代
の
動
き
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
庶
民
も

ま
た
、
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
中
国
の
文
物
に
背
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
疎
遠
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
を
盛

ん
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
の
郵
便
や
電
信
、
鉄
道
の
制
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
欧
米
式
の
業
務

用
ス
タ
ン
プ
の
利
用
方
法
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
固
有
の
慣
習
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
業
務
中
に
必

要
な
押
印
の
回
数
は
欧
米
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
と
く
に
「
は
ん
こ
だ
ら
け
」
の
日
本
の
電
報
に
驚
い
て
い

る
。
彼
の
時
代
に
は
、
電
信
の
文
面
と
封
筒
の
裏
表
を
合
わ
せ
て
十
一
箇
所
に
日
付
印
、
番
号
印
、
受
付
印
、
公
印
な
ど
が
押
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
色
は
茶
、
青
、
赤
の
三
色
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
シ
ュ
ペ
リ
は
、
複
雑
だ
か
ら
非
合
理
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
に
、
草
津
の
山
本
館
の
店
判
の
分
析
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
慎
重
に
仕
事
を
分
け
、
要
所
要
所
で
確
認
の
た
め
に
捺
印
を
求

め
、
精
確
を
期
す
る
日
本
的
な
手
続
き
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
公
私
の
印
章
や
署
名
の
歴
史
も
じ
っ
さ
い
複
雑

で
あ
り
、
日
本
人
に
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
思
え
ば
、
本
書
つ
ま
り
『
日
本
の
印
章
』
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
す
必
要
が
あ
る

と
シ
ュ
ペ
リ
は
述
べ
て
い
る（
１７
）。

こ
こ
に
は
、
東
西
の
歴
史
的
伝
統
に
等
し
く
共
感
的
な
理
解
を
示
す
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
の
Ｃ
は
、
陶
磁
器
や
漆
器
、
織
物
、
刀
装
具
、
書
籍
な
ど
に
見
え
る
印
章
や
銘
に
関
す
る
解
説
で
あ
る
。
例
と
し
て
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
長
次
郎
茶
碗
の
「
楽
」
の
印
で
あ
る
（
こ
の
部
分
は
前
述
の
ボ
ウ
ズ
の
著
作
に
依
拠
し
て
い
る
）。
シ
ュ
ペ
リ
に

よ
れ
ば
、
日
本
の
伝
統
工
芸
品
の
印
章
や
銘
は
製
作
者
の
権
威
と
品
質
を
示
す
し
る
し
で
あ
っ
た
が
、
大
量
生
産
時
代
に
お
い
て
も
そ
の

精
神
は
消
え
て
お
ら
ず
、
ほ
か
で
も
な
い
「
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
」（H

andelsm
arke

）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
シ
ュ
ペ
リ
は
、

伝
統
と
現
代
の
結
び
つ
き
を
見
い
だ
し
て
い
る（
１８
）。
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お
わ
り
に

  

「
金
印
勅
書
」（
一
三
五
六
年
）
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
重
要
文
書
に
印
章
を
使
う
習
慣
は
中
世
か
ら
存

在
し
、
捺
印
に
は
赤
や
黒
の
蝋
が
用
い
ら
れ
た
（
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
印
章
の
文
化
は
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
帝
国
の
伝
統
に
さ
か
の
ぼ
る
）。

な
お
「
金
印
勅
書
」
は
金
の
塊
に
王
印
を
捺
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
印
章
の
所
持
者
は
、
王
、
貴
族
、
自
由
都
市
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
一
五
、一
六
世
紀
に
な
る
と
、
文
書
確
認
の
手
段
と
し
て
印
章
と
署
名
の
併
用
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
署
名
だ
け
で

よ
し
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
印
章
は
貴
金
属
や
宝
石
で
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
使
用
は
王
侯
貴
族
の
文
化
と
結
び
つ

い
て
い
た
。
近
代
史
の
主
役
で
あ
る
市
民
た
ち
に
は
、
そ
う
し
た
印
章
を
時
代
遅
れ
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
印
章
が
消
え
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
信
書
の
封
緘
に
は
印
章
と
封
蝋
が
使
わ
れ
つ
づ
け
た
。
ま
た
一
七
世
紀
に
は
新
た
に
イ
ギ
リ
ス
で

政
府
発
行
の
「
印
紙
」（
捺
印
さ
れ
た
紙
片
）
を
用
い
る
制
度
が
始
ま
り
、
一
九
世
紀
に
は
郵
便
切
手
に
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
る
よ
う
に

な
る（
１９
）。

東
西
の
印
章
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
共
通
点
が
あ
り
、
重
要
文
書
の
真
正
性
の
確
認
、
意
志
の
表
明
、
権
威
や
資
格
の
付
与
、

有
効
性
の
証
明
と
い
っ
た
同
じ
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
シ
ュ
ペ
リ
の
著
書
の
内
容
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
も
十
分
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
序
論
に
は
、「
印
章
は
国
に
よ
っ
て
民
族
に
よ
っ
て
、
ま
た
文
化
の
段

階
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
は
あ
る
が
、
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
２０
）。

日
本
の
印
章
は
、
古
代
・
中
世
以
来
、
政
治
、
宗
教
、
美
術
工
芸
、
そ
し
て
経
済
活
動
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
と
く
に
シ
ュ
ペ
リ

が
注
目
し
た
の
は
民
衆
世
界
で
あ
り
、
新
時
代
の
到
来
と
と
も
に
封
建
制
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
た
れ
た
商
工
業
者
の
世
界
で
あ
る
。
彼
ら

は
昔
日
の
武
士
と
同
じ
よ
う
に
正
式
に
名
字
を
持
ち
、
実
印
を
所
持
す
る
権
利
を
得
た
。
日
本
の
印
章
の
文
化
は
、
彼
ら
の
参
画
に
よ
っ
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て
裾
野
を
広
げ
、
実
業
の
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
い
っ
そ
う
強
め
な
が
ら
、
ま
た
西
洋
的
な
も
の
と
融
合
し
な
が
ら
、
独
自
の
展
開
を
見

せ
て
い
る
。
シ
ュ
ペ
リ
は
こ
こ
に
近
代
日
本
の
文
化
と
社
会
の
縮
図
を
見
て
い
た
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
日
本
の
文
化
と
社
会
を
論
じ
た
欧
米
人
の
見
解
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
新
渡
戸
稲
造

（1862-1933
）
の
書
物
、
す
な
わ
ちInazo N

itobe, Bushido: T
he Soul of Japan,  Philadelphia, 1899

の
影
響
も
あ
っ
て
、
武
士

道
こ
そ
日
本
人
の
精
神
的
支
柱
で
あ
り
近
代
日
本
の
躍
進
の
原
動
力
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
お
雇
い
外
国
人
教

師
と
し
て
日
本
の
工
業
化
を
支
援
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
（H

enry D
yer, 1848-1918

）
が
典
型
例
で
あ
る（
２１
）。

日
本

の
商
人
に
関
し
て
は
、
ダ
イ
ア
ー
を
含
め
て
、「
商
業
道
徳
」
の
低
さ
を
指
摘
す
る
著
述
家
が
数
多
く
い
る
。
一
七
世
紀
前
半
の
オ
ラ
ン

ダ
商
館
長
カ
ロ
ン
（François Caron, 1600-1674

）
の
『
日
本
大
王
国
志
』
の
記
述
が
、「
虚
言
を
吐
い
て
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
日
本

商
人
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
源
の
一
つ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
認
識
は
、
幕
末
に
来
日
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
使
節
の
記
録
に
も

ス
イ
ス
使
節
の
記
録
に
も
登
場
す
る
。
た
だ
し
ス
イ
ス
使
節
の
団
長
ア
ン
ベ
ー
ル
（A

im
é H
um
bert, 1819-1900

）
は
、
日
本
の
貿
易

商
人
が
商
品
の
品
質
を
偽
る
例
を
挙
げ
る
と
同
時
に
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
か
ボ
ナ
バ
ン
チ
ュ
ー
ル
と
い
っ
た
偽
り
の
署
名
を
し
た
請
求
書
を

山
ほ
ど
作
っ
て
い
た
外
国
商
社
の
例
も
挙
げ
、
一
種
の
「
相
対
化
」
を
試
み
て
い
る（
２２
）。

一
方
、
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ペ
リ
は
、
日
本
の
商
人
の

虚
言
に
惑
わ
さ
れ
た
実
体
験
を
自
伝
に
記
し
て
い
る
も
の
の
、
商
人
（A

kindo

）
こ
そ
近
代
日
本
の
牽
引
役
で
あ
る
い
う
認
識
を
絶
え

ず
も
ち
つ
づ
け
て
い
た（
２３
）。

シ
ュ
ペ
リ
が
日
本
の
印
章
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
貴
族
や
武
人
や
文
士
だ
け
で
な
く
商
人
に
も
目
を
向
け
、

彼
ら
の
職
業
文
化
を
子
細
に
観
察
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
紹
介
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ

ュ
ペ
リ
の
日
本
論
の
基
調
を
な
し
て
い
る
は
こ
の
認
識
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
リ
自
身
が
属
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
工
業
者
は
伝
統
的
・

貴
族
的
な
印
章
の
文
化
を
ほ
と
ん
ど
捨
て
去
っ
て
い
た
が
、
日
本
の
同
業
者
た
ち
は
そ
れ
を
新
た
に
吸
収
し
、
実
印
・
認
印
・
店
判
・
焼

印
・
遊
印
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
豊
か
な
記
号
の
世
界
を
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
築
島
謙
三
『
日
本
人
論
の
な
か
の
日
本
人
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
下
巻
を
参
照
。

（
２
）V

gl. H
ans Spörry, D

ie V
erw
endung des Bam

bus in Japan und K
atalog der Spörry ’schen Bam

bus-Sam
m
lung m

it einer botanischen Einlei-
tung von D

r. C. Schröter, Zürich 1903, S. X
.  

な
お
シ
ュ
ペ
リ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
一
五
四
六
点
の
竹
製
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
が
収
集
し
た
品
物
の

数
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
二
〇
〇
〇
点
余
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。V

gl. M
artin Brauen, Bam

bus im
 alten Japan. K

unst und K
ultur an der Schw

elle 
zur M

oderne. D
ie Sam

m
lung H

ans Spörry im
 V
ölkerkundem

useum
 der U

niversität Zürich, Stuttgart 2003, S. 25f.

（
３
）H

ans Spörry, M
ein Lebenslauf, 2 Bde., Zürich 1925. 

（
４
）
シ
ュ
ペ
リ
の
経
歴
、
絹
を
軸
と
し
た
日
本
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ス
イ
ス
絹
商
人
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ペ
リ
の
見
た
明
治
の
日
本
」、
森
田
安
一
編
『
日
本
と
ス
イ
ス
の
交

流
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
一
九
〜
一
三
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
近
世
日
本
の
絹
の
生
産
地
お
よ
び
町
人
・
農
民
の
間
で
の
需
要
に
つ
い
て
は
、
山
脇
悌
二
郎

『
絹
と
木
綿
の
江
戸
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
二
、三
八
〜
四
三
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。
な
お
シ
ュ
テ
ー
フ
ァ
ン
・
ジ
ー
ゲ
リ
ス
ト
は
日
本
を
訪
れ
た
ス
イ
ス

人
を
「
経
済
」「
外
交
」「
文
化
」「
布
教
」「
人
道
的
活
動
」
な
ど
に
分
け
て
網
羅
的
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
シ
ュ
ペ
リ
を
「
経
済
」
で
は
な
く
「
文
化
」
の
項
に
組
み
入

れ
て
論
じ
て
い
る
。Stefan Sigerist, Schw

eizer in A
sien. Präsenz der Schw

eiz bis 1914, Schaffhausen 2001, S. 244. 

日
本
と
ス
イ
ス
の
交
流
の
始
ま
り
に

つ
い
て
は
、
中
井
晶
夫
『
初
期
日
本
ス
イ
ス
関
係
史
―
―
ス
イ
ス
連
邦
文
書
館
の
幕
末
日
本
貿
易
史
料
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
）
に
詳
し
い
。
日
瑞
交
流
史
の
概

観
お
よ
び
研
究
文
献
に
つ
い
て
は
、
森
田
安
一
「
幕
末
・
明
治
期
の
日
本
・
ス
イ
ス
の
交
流
を
め
ぐ
っ
て
」、
前
掲
『
日
本
と
ス
イ
ス
の
交
流
』、
三
〜
二
三
ペ
ー
ジ
を
見

よ
。
同
じ
編
者
に
よ
る
『
ス
イ
ス
と
日
本
―
―
日
本
に
お
け
る
ス
イ
ス
受
容
の
諸
相
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
の
諸
論
文
も
参
照
。
同
書
に
は
ス
イ
ス
の
キ
リ
ス

ト
教
界
と
明
治
・
大
正
期
の
日
本
人
の
接
触
に
つ
い
て
論
じ
た
拙
文
「
日
本
の
改
革
派
教
会
―
―
歴
史
と
現
代
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
（
第
六
章
）。
な
お
シ
ュ
ペ
リ
は

当
時
の
宣
教
師
た
ち
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
外
来
の
宗
教
を
慎
重
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
日
本
人
に
対
し
て
宣
教
師
た
ち
は
配
慮
に
欠
け
、
布
教
の
成
果
を
あ
ま
り
に
も

性
急
に
求
め
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。Spörry, M

ein Lebenslauf, Bd. II, S. 198f.

（
５
）Cf. J. M

. Bow
es, Japanese M

arks and Seals, London, 1882.

（
６
）H

ans Spörry, D
as Stem

pelw
esen in Japan, Zürich 1901.

以
下Spörry, Stem

pelw
esen

と
略
す
。

（
７
）V

gl. Spörry, Stem
pelw

esen, V
orw
ort, S. 6, 8, 17. 

フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
佐
藤
マ
サ
子
『
カ
ー
ル
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
日
本
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
五

年
）
を
参
照
。
坪
井
は
歴
史
研
究
に
西
洋
流
の
古
文
書
学
を
導
入
し
た
人
物
で
あ
る
。
坪
井
九
馬
三
『
史
学
研
究
法
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
三
年
）
を
見
よ
。

Cf. R. M
asujim

a, T
he Japanese Legal Seal, in: T

ransaction of the A
siatic Society in Japan, vol. X

V
II （Y

okoham
a, 1888/89

）.

（
８
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 3-6. 

印
章
の
歴
史
的
起
源
と
伝
播
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

新
関
欽
哉
『
東
西
印
章
史
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
第
二
章
を
参
照
。
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（
９
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 7-12. 

古
代
日
本
の
官
印
（
公
印
）
お
よ
び
私
印
に
つ
い
て
詳
し
く
は
石
井
良
介
『
印
判
の
歴
史
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
三
六

〜
六
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
10
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 13-23. 

石
井
、
前
掲
『
印
判
の
歴
史
』、
七
二
〜
八
五
、一
五
五
〜
一
五
八
、一
六
八
〜
一
七
三
ペ
ー
ジ
、
木
内
武
男
『
印
章
』（
柏
書
房
、

一
九
八
三
年
）、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
11
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 23-25.

（
12
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 25-32.

書
画
印
に
つ
い
て
は
荻
野
、
前
掲
、『
印
章
』、
三
五
五
〜
三
六
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
13
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 33-37.

（
14
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 37-39.

（
15
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 41.

（
16
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 41f.

（
17
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 42f.

（
18
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 44-46.

（
19
）
新
関
、
前
掲
、『
東
西
印
章
史
』、
一
六
六
〜
一
八
四
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
20
）Spörry, Stem

pelw
esen, S. 5.

（
21
）
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
『
大
日
本
』
平
野
勇
夫
訳
（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
九
九
年
）、
六
八
〜
七
一
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。
築
島
謙
三
、
前
掲
、『
日
本
人
論
の
な
か
の
日

本
人
』
下
、
六
二
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
22
）
ダ
イ
ヤ
ー
、
前
掲
、『
大
日
本
』、
二
八
三
、二
八
四
ペ
ー
ジ
、
カ
ロ
ン
『
日
本
大
王
国
志
』
幸
田
成
友
訳
（
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
）、
一
四
三
ペ
ー
ジ
、
オ
イ
レ
ン
ブ

ル
ク
『
日
本
遠
征
記
』
下
、
中
井
晶
夫
訳
（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
）、
一
一
三
〜
一
一
五
、三
三
二
ペ
ー
ジ
、
ア
ン
ベ
ー
ル
『
幕
末
日
本
図
絵
』
高
橋
邦
太
郎
訳

（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
下
、
三
三
七
、三
四
一
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
23
）Spörry, M
ein Lebenslauf, Bd. II, S. 173-178.


